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○松沢成文君 日本維新の会の松沢成文でございます。

まず、外務大臣に、ちょっと昨日の通告した後に詳しいニュース、情報が入ってきたので、通告して

いませんが、大臣のお考え方を是非とも教えていただきたいと思います。

ウクライナ・ロシア戦争で、アメリカの和平案というのがかなり分かってきました。アメリカは、こ

れ、ロシアに示し、ウクライナに示し、欧州諸国にも示したんですね。中身見て私もびっくりしました

が、クリミアのみならず、東部の四州のロシアが侵略した占領しているところ、これを全てロシア領と

して、全てというか、今の前線部分でラインを引いて、ロシア領として認めていくと。それと、ウクラ

イナがＮＡＴＯに加盟はさせないと。さらには、欧米諸国で、欧州も入っているんですが、対ロ制裁を

解除をしていくという方向ですね。これ、ＮＡＴＯには入れないけれども、欧州が平和維持軍をつくっ

てウクライナの安全の保障のために動くというのは、それはいいでしょうということも加えていますが、

ただ、この内容を見ると、極めてロシア寄りで、ウクライナには厳しい和平案だと。

現に、ゼレンスキー大統領は、もうクリミアの領土すら、ウクライナのものだからそんなものは認め

られないと反発をしているんですね。

さあ、ここで、外務大臣は所信でこう言っているんです。Ｇ７と連携しつつ、今後もウクライナ支援

と対ロ制裁を継続していくと、停戦を求める中で、あくまでもロシアによる領土奪取は認めてはならな

い、ウクライナの安全保障が確立されなければならないとおっしゃっているんですね。

これ、この大臣が示した政府方針というのは、これアメリカの和平案とは全く違って、これ、受け入

れられるんでしょうか、日本として。まず、このアメリカの和平案を外務大臣あるいは日本政府はこれ

支持するんでしょうか。

それと、今、恐らくＧ７はこれからこの和平案をめぐって二つに分かれると思います。アメリカは自

分たちが提案しているんで、もう言うことを聞かなきゃ俺は交渉役を降りるぞまで言っていますけれど

も、ただ、私は、イギリス、フランス、ドイツ、ヨーロッパ主要国は、もう領土割譲を全部認めろとい

うわけですから、これは受け入れないと思いますが、これ、Ｇ７と連携しつつ、日本はその調整役を図

っていきたいというような大臣の方向があります、これ。どうやって日本はこれから外交を進めるんで

すか。この辺り、ちょっと外務大臣の見解をいただきたいと思います。

○国務大臣（岩屋毅君） 委員御指摘の和平案をめぐる様々な報道については承知をしておりますし、我々

としても重大な関心を持ってこれを注視しておりますし、情報収集を行っているところでございます。

したがって、現段階の報道の内容に対してコメントすることは差し控えたいというふうに思います。

ウクライナをめぐっては、今なお様々な動きが継続しておりますので、ここはしっかりと注視をし、

情報収集を行っていかなければいけないと思っております。

今行われている様々な外交努力が長らく継続する戦闘を終結をさせ、公正かつ永続的なウクライナの

平和の実現につながることが重要であるという政府の考え方に変わりはございません。やはり、Ｇ７は

これからも結束をしていく必要があるというふうに考えておりますので、働きかけをしっかりとしてい

きたいというふうに考えております。

引き続き、Ｇ７各国を始め国際社会と緊密に連携してまいりたいと思います。

○松沢成文君 日本はアメリカと同盟国でもありますし、また、今、日米間では、関税交渉、貿易交渉、

非常に難しい時期になっていますので、日本としてアメリカにびしっと意見を言うのはなかなか外交的

に難しい点があるというのも私は承知しておりますが、ただ、この今回の領土割譲をアメリカが和平案

出してきたからといって、いや、停戦のためにはそれしかないでしょうといってどんどんどんどんこれ

日本もそちらに支持を傾けていったら、私はこれ日本の国益を大きく失うと思っているんです。



それは、日本もロシアと領土問題抱えているわけですよ。北方領土問題があるわけですよね。八十年

前の問題ですけれども、今回のウクライナの、ロシアのウクライナ侵略と非常に似た形式というかパタ

ーンがあって、完全に言えば、国際条約があるのにそれを無視して大国が侵略してくるわけですよね。

それを実効支配して、そしてもう認めさせるといって自分の国の領土だといっているんでね。もう北方

領土も日ソ不可侵条約があるのに、あるいは日本がポツダム宣言を受け入れて敗戦を認めたのに、その

混乱に乗じて、もう樺太、満州、北方領土ってだあっと軍隊を入れてきて、それで占領しちゃったわけ

ですね。

ウクライナもそうですよね。もちろん国連憲章も現在ではありましたけれども、ブダペスト合意とか

ミンスク合意とか、ウクライナの安全を守るための合意があるにもかかわらず、そんなものを全て無視

してロシアはどっと入ってきたわけですよ。それで今実効支配している、ロシアの領土だと、法律も決

めちゃったと、こうやっているわけですよね。

ここで日本が認めちゃうと、それで仕方ないでしょう、停戦のためにと言ったら、恐らく私は北方領

土返還というのももうピリオドが打たれちゃうと思います。ロシアはこれもう領土問題って言っていな

いんですよ、歴史問題だと、第二次世界大戦の戦果だと言っているんです。日本は領土問題だと、ロシ

アが不法占拠しているんだと。返せと言っても、もうウクライナでももう侵略、占領、割譲を認めちゃ

ったら、北方領土、八十年前の小さな出来事になって、その上、ロシアは憲法で自分たちの領土と認め

たところは絶対に割譲しないって言っちゃっているんです。

だからこれ、領土問題で日本はこのアメリカと付き合って、まあ仕方ないよね、停戦のためにはとい

う態度を取っちゃうと、北方領土は本当に返ってこないと私は思いますが、これは日本の国益にも関わ

る問題だと思いますが、大臣はその辺りはいかがお考えでしょうか。

○国務大臣（岩屋毅君） 委員御指摘になった北方領土等の問題は常に意識しておかなければいけないと

思っております。

国際条約や合意に背いて一方的に他国の領土を占拠しているという意味では共通項があるかもしれま

せんが、その背景ということになると、少し違っているのかなというふうにも考えております。

いずれにしても、我が国の考え方は、あくまでも公正で永続的な平和がウクライナに実現をするとい

うことが重要だというふうに考えておりまして、その考え方にのっとって、これからも米国とも、ある

いはＧ７各国、国際社会とも緊密に意思疎通を図ってまいりたいと考えております。

○松沢成文君 私は、アメリカのトランプ大統領のやり方というのは、もう早期停戦のためなら、これ重

要なことですよ、ただ、それを実現するためなら、ウクライナの領土も、安全保障も、もうロシアとの

取引で全部進めていくと。これで突っ走っちゃっているんですよね。ここで日本もしっかりとしたやっ

ぱりポリシー持って外交的に動かないと、私は日本の国益にもつながってくる問題だと思いますので、

是非とも外務大臣の御健闘をお祈りしたいというふうに思います。

〔委員長退席、理事佐藤正久君着席〕

さて、今日の本題は、トランプ大統領が不満を示しているというこの在日米軍の駐留経費の問題を取

り上げたいと思います。

日本時間の十七日朝のこの日米関税交渉で赤澤経済担当大臣がトランプ大統領と会談した際も、この

在日米軍の駐留経費について日本側の負担が不足しているというので不満を表明したというふうな報道

がありました。どんなふうに言ったのかちょっと聞きたいんですが、もうこれはいいです。

通告の三番に移りますけれども、まず、トランプ大統領から不満を示されるこの在日米軍の駐留経費

の日本側負担額についてですが、この経費のまず日米双方の負担割合、経費というのは大体どれぐらい

あって、何％が日本で何％がアメリカなのか、その負担割合を示していただきたいと思います。



○政府参考人（大和太郎君） お答えいたします。

在日米軍の駐留に係る経費の日米の負担割合ということに関しましては、米軍の駐留に伴い必要とな

る経費の範囲について様々な捉え方があることなどから、一概に算定し得るものではございません。

その上で、我が国の適切な負担規模については、在日米軍の円滑かつ効果的な運用を支える同盟強靱

化予算は引き続き重要である点を踏まえた上で、我が国の厳しい財政状況や我が国を取り巻く安全保障

環境などのいろいろな要素を考慮する必要があると考えているところであります。

○松沢成文君 これが全然はっきりしないから、この問題、議論が進まないんですね。

アメリカの会計検査院、これ、ガバメント・アカウンタビリ・オフィス、これ、ＧＡＯって言うんで

すか、ゲオって言うのかな、ＧＡＯですね、この報告書では、二〇一六年から二〇一九年に受ける日本

の負担割合は約三七・五％、これ二〇一五年の数字ですが、とされています。一方、防衛省の試算は何

と、本当かなと思っているんですけど、八六・四％、こんなに開きがあるんですよ。余りにもこの負担

割合の数字の開きが大き過ぎるんですね。これ、外務省に聞くと、二〇一一年度以降、米軍から在日米

軍経費の詳細な負担情報が提供されていないというふうに言っています。これによって日米の実質負担

割合が把握できないんですね。だから国民の理解も得られないし、納得も得られていないと、おかしな

問題になっているんじゃないかと思います。

この負担割合もはっきりしないからトランプ大統領も誤解して、日本は全然負担していないと。これ、

日米合意で負担の割合がはっきりすれば、日本はこれだけ負担していますよとはっきり言えるんですよ。

アメリカは三七％、日本は八六％、こんな差があるんですね。

私は、ここをはっきりさせないといけないと思いまして、情報公開と透明性の確保に向けた外交努力

が必要だと考えますが、外務大臣、いかがでしょうか。

○国務大臣（岩屋毅君） 御指摘はしかと受け止めたいと思いますが、要は負担割合ということになりま

すと、じゃ、分母が何なのかと、どういう項目がその対象になるべきかというところから議論をしなけ

ればいけないということになると思いますので、なかなかそれを、数字を確定的に申し上げられないと

いうのはそういうことだと御理解をいただきたいと思います。

やがてまた次の協定を作るために日米で協議をしなければなりませんけれども、そのときも、どうい

う項目が本来対象になるべきかどうかということから含めて、しっかりと協議をしていきたいと。私ど

もは適切に分担、負担をしているというふうに考えておりますけれども、今後とも不断の検討をしてい

きたいと思っております。

○松沢成文君 この米軍基地の駐留経費の負担割合でまた混乱になるのは、お隣の韓国と比較してどうか

とか、あるいはヨーロッパにある米軍、イタリアとかドイツにあります、ここと負担してどうだ、どっ

ちが多い、不公平だと、こういう訳の分からない議論に行くんですけれども。

まず、一番近くの隣国の韓国は、この米韓防衛費分担特別協定に基づいて、人件費、建設費、軍需支

援費の三項目に限定して負担していると、こういうふうになっています。一方、日本は、光熱水費、労

務費、訓練移転費、特別協定で何とか費、何とか費がどんどんどんどん増えちゃっているんですね。非

常に広範な項目を負担しておりまして、ただ、この日韓のこの隔たりが、偏りが構造的に温存されてき

たところにも問題があるんじゃないかと思います。

〔理事佐藤正久君退席、委員長着席〕

こうした負担構造の差を政府はどのように認識して、必要な見直しや改定の可能性についてどう考え

ているんでしょうか。日米韓の安全保障会議と、協議というのもやっていく機会があると思いますが、

こういう場で負担の公平性や妥当性について、これ日韓米いる中で少し議論したらどうでしょうか。い

かがでしょうか。



○国務大臣（中谷元君） 各国が負担をしておりますこの米軍の駐留経費、これは各国を取り巻く安全保

障環境等が、種々の要因を総合的に勘案をしているものでありまして、国によってこの経費の範囲をど

のように捉えるかに違いがあることから、単純な比較及び評価をすることは困難であるということを御

理解ください。

その上で、同盟強靱化予算につきましては、日米両政府の合意に基づいて適切に分担をされておりま

すし、現在も日本にいる米軍の司令官等は常に話合いをしながら円滑に運営をしているわけであります。

そこで、適切な負担規模を考えるに当たりましては、日米の負担割合を論じる前に、まず我が国の平

和と安全を確保する上で日米でいかなる役割、任務の分担を行っていくのか、また、その下で我が国の

負担規模が適切か否かを考えることが重要でございます。

こうした内容は、日米、まさに二か国の間で議論すべきものでありまして、御指摘いただいたように、

韓国も含めてということで、日米韓、この三か国の枠組みで議論するということは非常に困難を伴うも

のであると認識しております。

○松沢成文君 大臣の言わんとしていることは理解はできますけどね。

それでは、ちょっと遡って、トランプの一期目のときの国家安全保障担当の大統領補佐官を務めたボ

ルトン氏の証言によると、当時、このトランプ大統領は日本側のこの安倍政権に従来の三倍超の年間八

十億ドルもの在日米軍駐留経費を要求したという報道が、記事が出ていますけれども、これは事実です

か。

○国務大臣（中谷元君） 交渉における日米のやり取り等につきましては、米側との関係もありまして、

お答えすることはできませんが、その御指摘のボルトン元大統領補佐官の回顧録の内容につきましては、

これは政府としてはお答えはいたしませんが、いずれにしましても、米国政府から御指摘のような内容

の増額を要求をされたという事実はありません。

○松沢成文君 ないんですか。これもう報道ではすごい走っちゃっていますけど。

ただ、私は、トランプ大統領は一期目にもこれ物すごく問題意識持っていたんですよ、在日米軍の駐

留費負担。それで、今回、貿易交渉、関税がメインかもしれませんが、当然トランプさんはディールし

ますからね。これ、日本の防衛費負担が少ない。これ、ＧＤＰの三％というのも出てきましたが、やっ

ぱり一番言いたいところはこの在日米軍の駐留費の負担増なんですね。これは赤澤さんが行くに際して

予測できたはずですよ、トランプさん一期目からこれしつこく言っているんだから。それなのに、その

防衛省の幹部の方もびっくりしたと、急にトランプさんがＳＮＳでこれ言ったので。これ本当かなと。

それで、石破さんは昨日の党首討論で、万全の準備をして臨んでいますからと、うちの前原代表に反

論していましたよね。万全の準備している割にはトランプさんが物すごい問題意識を持っていることを

すっかり忘れていて、で、赤澤さんが飛行機に乗ってから、あっ、やばいぞ、どうすると、これについ

ては持ち帰れ、これを決めたというんじゃ、私は完全にこれ作戦上の失敗じゃないかと思っていまして、

ここは十分予測できたんじゃないかと思いますが、なぜ防衛省の職員を随行させなかったのか、これは

作戦の不備だと思いますが、大臣、いかがですか。

○国務大臣（中谷元君） 今般の赤澤大臣の米国との協議の準備に当たりましては、事前に出発前に関係

閣僚会議も開催をいたしましたし、事前の段階から、防衛省も含めまして、関係省庁は相互に連携して

準備作業を行っておりました。

したがいまして、政府としては、適切な体制、これは取られたと、いたというふうに認識をしており

ます。



協議における議論の詳細につきましては、外交上のやり取りであることから、お答えできないことを

御理解いただきたいと思いますが、政府としては、現状におきましては適切な体制が取られているとい

うふうに認識しております。

○松沢成文君 ちょっとこれまでの負担を見てみますと、これ、日米地位協定上は在日米軍の駐留経費は

原則として米側が負担するというふうに規定されておりますが、米側も様々苦しいということで、まず、

一九七八年から、米国の財政難を理由として日本側が基地従業員の福利厚生関係費や施設整備費などの

負担、これ特別協定という形で始めたんですね。一九八七年からは、両政府が、あっ、ここからか、特

別協定を、失礼しました、締結して、支払う範囲をこの米国の基地の従業員の基本給や光熱費、訓練移

転費などに拡大している。二〇二二からは、現行の特別協定ですが、これに訓練資機材調達費というの

も加わって、年平均で見ると二千百十億円の負担になっているんですね。

さあ、政府の方針を聞きたいんですが、政府は、もう日本だって財政厳しいです、もうこれぐらいが

限度と考えているのか、それとも、日米、日米同盟の強化のために更なる負担増は必要だと考えている

のか。

金丸元副総裁が思いやり予算というネーミングをしましたよね。でも、これは余りふさわしくないと

いうことで、今回からは同盟強靱化予算というふうにこの予算のネーミングも変えたということで、こ

の何か力の入れ具合見ると、もっともっと日米同盟強化するために駐留経費の負担増もしっかりとやっ

ていくんだというふうにも見えますが、どちらの方針なんでしょうか。

○国務大臣（中谷元君） 在日米軍の駐留費につきましては、御指摘のような経緯、やり取りがございま

した。前回は、協議の上、合意に達したわけでありますが、現時点におきましては、私は適切に分担は

されているというふうに考えております。

その上で、現行の特別協定期間の終了、これは二〇二七年三月三十一日でありますが、それ以降の負

担、経費の負担の在り方については、予断することはいたしませんが、今後とも日米の適切な負担の在

り方について不断に検討してまいりたいと考えております。

○松沢成文君 もうまとめますが、これ、現行の協定が二〇二七年で切れるんですよね。トランプ政権は

二〇二九年まで続きますから、トランプ政権とこれ協議して方針決めなきゃいけないんですよね。トラ

ンプ政権はかなり不満を持っていますので、日本としても、やっぱり国民に説明のできる負担の在り方、

これをしていかなきゃいけないと思いますので、ここは防衛大臣のリーダーシップに期待をして、質問

を終わります。


